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〇令和６年度「岩手県教職員働き方改革プラン（2024～2026）」県教育委員会の取組状況について 

１ 学校の取組支援 

大項目 具体的取組 
対象校種 

概要（プラン記載内容） 令和６年度取組状況（実績） 
県立 小中 

(１)  

先 進 的

取 組 の

普及  

① 働き方改革事例集の作成 

 

〇 〇 県立学校・市町村立学校における働き方改革

の先進的取組事例をとりまとめ、または国等の

他団体で作成した事例集等を周知し、学校間で

共有することにより、全県の学校への取組の波

及を図っていきます。 

 

【教職員課給与制度担当】 

・ 国や県教育委員会が作成した「働き方改革事例

集」について教育事務所や市町村教育委員会にお

ける各種研修会等で周知に努めるとともに、最新

の取組事例についてもメルマガにより紹介してい

ます。 

 

② 学校給食費の公会計化の

推進 

 

  〇 学校給食費の公会計化に係る県内の取組状況

や事例を各市町村教育委員会に情報提供するな

ど公会計化に向けた環境整備を支援します。 

【保健体育課】 

・ 先進事例を情報提供する等、市町村の環境整備

を支援しています。 

（公会計を実施する市町村：32 市町村（全額無償

11市町村含む）） 

 

③ 先進事例のメルマガ配信 

 

〇 〇 県教育委員会の取組のほか、他の都道府県等

における取組事例や、事例集における各事例等

について、個別にわかりやすく順次紹介してい

くメルマガを配信することで、先進的取組の周

知・普及を図ります。 

【教職員課給与制度担当】 

・ メルマガ配信実績（R7.1時点） 

「実践！わたしたちの働き方改革 Vol 35～40」 

  （６回配信） 

 

 

 

 

 

 

 

（資料１） 
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(２) 地域・保護者の理解醸成 

   拡充 

〇 〇 ・地域・保護者に対し、学校における働き方改

革の趣旨についての理解醸成を図るため、リー

フレット等の学校での配架、ホームページ等で

の広報、ＰＴＡ会合での出前説明を行うなど、

学校及び教員が担う業務の明確化・適正化や、

適切な役割分担を進めます。 

・学校と警察の連携による「岩手っ子健全育成

サポート制度」協定書を締結し、児童生徒の問

題行動・犯罪被害防止に係る相互連携を図って

います。 

＜本プランにおける発展＞ 

学校・家庭・地域が連携・協働する仕組みづ

くりを推進し、幅広い地域住民等の参画による

多様な教育活動の充実に取り組むとともに、学

校と地域をつなぐコーディネート人材の配置を

支援します。 

【教職員課給与制度担当】 

・ 学校業務の見直しや保護者・地域住民との適切

な役割分担について、岩手県ＰＴＡ連合会主催の

「岩手県ＰＴＡリーダー研修会」（令和６年７月

６日開催）での説明や、岩手県高等学校ＰＴＡ連

合会会報誌「ポローニア（第 53 号）」における記

事掲載を通じて、保護者や地域住民の方々に教職

員の置かれている勤務実態や、働き方改革の趣旨

について理解いただき、地域及び保護者の理解醸

成に努めています。 

【学校教育室】 

・ 例年、高等学校生徒指導連絡協議会（県立学校

の生徒指導主事悉皆の会議）にて周知し、学校と

警察の連携促進に努めています。 

【生涯学習文化財課】 

・ 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金の

活用による学校支援活動を促進しています。（23

市町村が活用）  

・ 放課後子供教室における指導者の配置を支援し

ています。 

 

(３) 関係団体・地域との連携 

    

〇 〇 部活動関係団体、ＰＴＡ、同窓会等の関係団

体に対し、学校及び教員が担う業務の明確化・

適正化、適切な役割分担を進める観点から、当

該団体に係る業務の負担軽減などについて要請

を行いながら、学校の働き方改革の実現に向け

て当該団体と連携していきます。 

 

【教職員課給与制度担当】 

・ 岩手県ＰＴＡ連合会主催の「岩手県ＰＴＡリー

ダー研修会」（令和６年７月６日開催）において

プランの内容の説明時間を設けていただいたほ

か、岩手県高等学校ＰＴＡ連合会会報誌「ポロー

ニア（第 53 号）」にプランの内容を掲載いただ

き、地域及び保護者の理解醸成に努めています。 
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２ 環境整備 

大項目 具体的取組 
対象校種 

概要（プラン記載内容） 令和６年度取組状況（実績） 
県立 小中 

(１)  

チ ー ム

と し て

の 学 校

の推進 

① 少人数学級の拡充  〇  本県では、平成 30 年度に少人数指導との選

択制により、少人数学級（35人学級）を小学校

５年生へ拡充、さらに、令和元年度に小学校６

年生に拡充したことにより、小中学校の全学年

で少人数学級を実施しています。 

 引き続き、本プラン期間においても、小中学

校の全学年での少人数学級を実施していきま

す。 

 

【教職員課小中学校人事担当】 

・ 35人学級を小中学校の全学年で実施しています。 

 

② 小学校専科指導の充実 

 

  〇 教員の持ちコマ数を軽減し、教員が、児童生

徒への指導や教材研究に注力できる環境を構築

するため、専科指導のための教員配置を拡充し

ます。 

 

【教職員課小中学校人事担当】 

・ 専科指導のための教員配置 

（168校（兼務校を含む）・117人） 

 

③ 産育休前補充の拡充 

  新規 

 ○ 産育休を予定する教職員について調査した上

で、安心して産育休を取得でき、また業務の円

滑な引き継ぎを行うことが可能となるように、

産前休暇に入る前に補充者を配置します。 

 

【教職員課小中学校人事担当】 

・ 産前休暇前の補充者の配置（ 小中学校 28人、特

別支援学校小中学部２人 ） 

④ 教職員をサポートする専

門スタッフの配置 

〇 〇 教職員が、児童生徒への指導や教材研究に注

力できる環境を構築するため、引き続き、教職

員の事務作業の補助や、児童生徒に対する個別

的できめ細やかな対応を行う専門スタッフを配

置します。 
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 スクールカウンセラー   学校における教育相談体制の充実を図ること

を目的として配置される、児童生徒の心理に関

して高度に専門的な知識・経験を有する職員 

 

【学校教育室】 

・ エリア型カウンセラー14 名を各教育事務所等に

配置 

・ 配置型スクールカウンセラー52 名を学校等に配置  

・ 計 66 名のカウンセラーで県内全ての公立学校の

相談に対応できる体制を整備 

スクールソーシャルワーカ

ー 

  教育相談体制の充実を図ることを目的として

配置される、社会福祉の専門的な知識・技術を

有する職員 

【学校教育室】 

・ エリア型スクールソーシャルワーカー１名を各

教育事務所に配置（計６名） 

・ 訪問型スクールソーシャルワーカー１～４名を

各教育事務所等に配置（計 12名） 

・ 合計 18 名のスクールソーシャルワーカーで県内

全ての市町村立の小中学校の相談に対応できる体

制を整備各教育事務所に配置 

すこやかサポート職員・ 

学校生活サポート職員 

  児童生徒の学力向上や生徒指導の充実を目的

とした教育活動の一環として、退職教職員や教

員免許の保有者等の多様な人材から成る職員 

【教職員課小中学校担当】 

〇すこやかサポート職員 

・ 30人超え学級を有する学校に配置（30校・30人）  

〇学校生活サポート職員 

・ 不登校、いじめ・暴力行為に関し課題を有する

中学校に配置（30校・30人） 

かがやきプラン推進事業支

援員 

  障がい等によって特別な支援を必要とする生

徒への個別的な対応を行うため、学校に配置さ

れる職員 

【学校教育室】 

・ 県立高等学校に配置（32校・34人） 

教員業務等支援員・スクー

ルサポートスタッフ 

  教職員の業務支援を図り、教職員が一層児童

生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を

整備することを目的として、教職員の事務の補

助を行う職員 

 

【教職員課組織人事担当】 

○教員業務等支援員 

・ 県立学校に配置（32校・32人） 

○スクールサポートスタッフ 

・ 市町村立学校・特別支援学校に配置（45 校・45人） 
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⑤ 法務相談体制の整備 

  新規 

○ ○ 学校の諸課題の速やかな解決と教職員の負担

軽減が図られるよう、スクールロイヤーによる

法務相談体制を整備します。 

【服務管理監】 

〇スクールロイヤー 

・ 県立学校及び市町村立学校を対象に法律相談窓

口を設置しています。（令和６年４月から 12 月ま

では１名、令和７年１月からは２名の弁護士が相

談対応） 

・ 令和７年１月までの相談実績 12 件（小中学校４

件、県立学校５件、事務局３件） 

 

⑥ 事務の共同処理の推進  〇 行政事務の専門性を強化し、教育活動へのき

め細やかな支援を行うことを目的に実施してい

る給与・旅費等の事務の共同実施を引き続き実

施し、事務職員の負担を軽減するとともに、事

務処理の適正化や、学校間の連携強化等を図り

ます。 

 

【教職員課組織人事担当】 

・ 全ての市町村で共同実施を実施しています。 

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47

条の５に基づき設置された「共同学校事務室」は

14市町で実施） 

⑦ 登下校に関する関係機

関・地域との連携強化 

 〇 地域住民、保護者等による登下校時の見守り

等が広く行われることにより、学校及び教職員

と地域との適切な役割分担が一層推進されるよ

う、スクールガード・リーダーの配置等を支援

します。 

【保健体育課】 

・ 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業によ

り、スクールガード・リーダーの配置や学校安全

ボランティアによる見守り活動を支援していま

す。 

（スクールガード・リーダーの配置 16市町村31名） 
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(２) 

制 度 等

改善 

① 統合型校務支援システム

の整備等 

拡充 

〇 〇 ・市町村立小中学校における教育の質の向上及

び教職員の業務の軽減・効率化を図るため、県

と県内全市町村とで組織する「岩手県学校教育

ＩＣＴ推進協議会」において検討を進めてき

た、県内統一の統合型校務支援システムについ

て、令和６年度から順次導入を進めます。 

＜本プランにおける発展＞ 

・令和６年度から順次導入を進める県内統一の

校務支援システムについては、システムを使用

する教職員からの問い合わせ等に対応できるよ

う、運用委託事業者によるヘルプデスク体制も

用意し、円滑な導入を進めていきます。 

・県立高校における生徒情報等の各システムへ

の入力作業に係る負担の軽減を図る観点から、

生徒情報や調査書等の情報について、令和６年

度から順次導入予定となっている中学校の県内

統一統合型校務支援システムから、県立高校の

入試事務運用処理システム及び校務支援システ

ムにデータを受け渡す仕組みについて検討を進

めます。 

【教育企画室】 

・ 県内統一の統合型校務支援システムは令和６年

度 11 市町村で運用開始しています。（令和８年度

から全県統一運用予定） 

・ 「岩手県学校教育ＤＸ・学力育成協議会」を３

回開催しています。 

・ 「統合型校務支援システム検討ＷＧ」を５回開

催しています。 

・ 「学校教育ＤＸ推進ＷＧ」を６回開催していま

す。 

 

 

 

 

 

② 年間総授業時数の点検  ○ 「公立小・中・義務教育学校における教育課

程の編成・実施状況調査」を実施し、年間総授

業時数の状況を把握した上で、標準授業時数を

大幅に上回る教育課程を編成している学校につ

いては、当該学校を所管する教育委員会を通じ

て、教育課程編成の改善が適切に行われるよう

指導助言を行います。 

 

 

【学校教育室】 

○ 公立小・中学校等における教育課程の編成・実 

 施状況調査（文部科学省による悉皆調査）を実施 

 ・ 標準授業時数（1015時間）を大幅に上回る 

  1086時間以上で編成した学校の割合 

Ｒ６計画時数 県 全国 

小学校５学年 0% 17.7% 

中学校２学年 1.4% 15.2% 
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③ 各種の学習状況調査の改

善 

 

 〇 令和３年度以降の県学習定着度状況調査につ

いて、国語、算数・数学等の２教科に精選して

実施し、教員の採点・入力等の負担軽減、結果

のフィードバックまでの時間短縮を図ることに

より、各学校が調査結果の分析・活用に注力で

きるよう取り組みます。 

 

【学校教育室】 

〇 県学習定着度状況調査（10/２実施） 

・ 小５（国・算）、中２（数・英）、質問調査

のうち、学校質問調査についてはオンラインに

よる回答 

〇 結果分析資料の早期フィードバック 

 ・ 教科調査結果と児童生徒質問調査結果のクロ

ス集計を 12/26に発出 

④ 多忙化解消の視点を持っ

た研究指定の実施 

 〇 小中学校における教育の充実改善を目的に実

施している、教育課程や学習指導方法等に係る

研究について、県教育委員会による指定の重点

化・精選を進めるとともに、各学校において、

発表資料の簡素化、研究紀要の作成合理化、礼

状の省略等の取組を進めるよう、働きかけを行

います。 

【学校教育室】 

国、県、市町村指定校の総数の変遷 

 H20年度 R４年度 R５年度 R６年度 

小学校 121校 33校 38校 33校 

中学校 80校 20校 26校 20校 

計 201校 53校 64校 53校 
 
  

⑤ 研修体系の見直し 

 

〇 〇 基本研修の研修体系について、研修者の受講

に伴う負担を軽減するため、各実施機関が実施

する研修内容の整理・精選や組み換え等、不断

の見直しを実施していきます。 

【教職員課給与制度担当】 

・ 令和６年６月に「県教育委員会事務局が主催す

る会議・研修に係る見直しの着眼点」を作成し、

会議・研修等の削減や合理化を実施しています。 

 

 （参考）会議等に係る見直しの着眼点（概要） 

 ・ 資料共有だけになっている、類似する内容の

ものが他に行われている会議等は原則廃止 

 ・ 廃止できない場合は、開催方法の IT 化（オン

ライン開催、動画配信等）、回数や参集範囲の

見直し、効率化（会議資料の事前配布等）を図

ること。 
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⑥ 県教育委員会が実施する

会議・調査等の削減 

 拡充 

〇 〇 新型コロナウイルス感染症対策として実施し

た各種業務の見直しも踏まえながら、学校を対

象とする研修・会議・照会・調査等の削減・合

理化を検討します。 

＜本プランにおける発展＞ 

県教育委員会事務局が主体となって実施する

各種業務について、県立学校・市町村立学校の

視点から削減できる業務等がないかどうか、県

立学校及び市町村教育委員会から意見を徴する

ことにより事務局内部での業務等の削減に係る

検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

【教職員課給与制度担当】 

・ 県立学校及び市町村教育委員会に対して、県教

育委員会が行う業務の削減に関する意見照会を実

施し、意見を踏まえた業務の見直しを図っていま

す。 

 

（参考）会議等の削減・合理化の例 

・ 会議等の廃止（R6 実績：会議５件（県立学校

事務長会議ほか）、調査２件（中学一年生英語

確認調査ほか）） 

・ 参集形式の研修をオンライン開催やオンデマ

ンド配信により開催（例：学校技術員等研修会

をオンデマンド配信） 

・ 類似する内容の研修・会議を統合して開催

（例：授業実践研修会と授業実践セミナーを統

合） 
 

⑦ 県立学校におけるＩＣＴ

環境整備 

 

〇  ＧＩＧＡスクール構想により整備したＩＣＴ

機器の計画的な更新や、高速大容量通信に対応

したネットワーク環境の充実を図るとともに、

総合教育センターにおける教員向けＩＣＴ研修

の充実等により、教員のＩＣＴ機器等の効果的

な活用を支援します。 

【教育企画室】 

・ 令和６年度新入生から、個人のスマートフォン

以外の端末を持ち込み授業で利用するＢＹＯＤが

本格実施となり、貸出用の端末の学校間調整を行

い、全県立高校でパソコン・タブレットによる１

人１台環境を実現しています。 

・ ＧＩＧＡスクール運営支援センター及び学校Ｄ

Ｘ支援リーダーによる学校訪問研修を充実させて

実施しています。 

・ 総合教育センターでのＩＣＴ活用研修を 69 講座

実施しています。 
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(３) 

部 活 動

の 適 正

な運営 

① 部活動指導員の配置 〇 〇 ・部活動を担当する教員の負担軽減及び部活動

の質的な向上を図るため、中学校及び高等学校

への部活動指導員の配置を継続します。 

・学校等における大会等の引率業務の負担を軽

減するため、部活動指導員が引率可能であるこ

とを周知します。 

【保健体育課】 

 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

(※) 

市町村 

立学校 

56校 

85人 

70校 

106人 

68校 

108人 

72校 

139人 

71校 

132人 

県立 

学校 

40校 

62人 

41校 

78人 

45校 

92人 

47校 

102人 

46校 

105人 

（※）R6.12月時点 

 

② 適切な部活動休養日及び

活動時間の徹底 

〇 〇 「岩手県における学校部活動及び新たな地域

クラブ活動の在り方に関する方針」に基づき、

県立学校に対し、適切な部活動休養日及び活動

時間の徹底を図ります。 

また、市町村教育委員会に対しては、市町村

の方針に基づく適切な部活動休養日や活動時間

の遵守を促します。 

 

【保健体育課】 

・ 県立学校、市町村教育委員会に対して、方針の周 

知と共通理解を徹底しています。 

（県教委と市町村教育委員会との意見交換会、県

立学校長会議） 

③ 公立中学校における部活

動の段階的な地域クラブ活

動への移行 

新規 

 〇 国で推進する部活動改革に対応し、休日の部

活動の段階的な地域移行の実践研究を実施しま

す。 

【保健体育課】 

・ 運営団体・実施主体等の体制整備、指導者の確

保、参加費用負担への支援等に関する実証事業を

実施しています。 

（６市町村（盛岡市、宮古市、大船渡市、矢巾

町、西和賀町、一戸町）が採択、うち３市町（宮

古市、矢巾町、一戸町）について教育委員会が主

体となり事業を推進） 
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(４) 

勤 務 時

間 の 適

正管理 

① タイムカード等による客

観的な勤務時間把握 

拡充 

〇  ・管理職員は、タイムカード等により把握した

客観的な勤務時間をもとに、各教職員が置かれ

ている業務負担の状況を把握・分析し、教職員

間の業務平準化、業務のスクラップアンドビル

ド等の時間外在校等時間の縮減に向けた取組

や、医師の保健指導等による心身不調の未然防

止に向けた取組など、適切なマネジメントを実

施します。 

・タイムカード等により把握することが困難な

週休日等の部活動指導従事時間は、教員の長時

間勤務の主な要因となっていることから、部活

動指導手当の申請書や活動記録等により管理職

員が適正に把握します。 

＜本プランにおける発展＞ 

市町村教育委員会に対しても、適切に客観的

勤務時間を把握し、把握したデータを効果的に

活用するよう働きかけを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教職員課給与制度担当】 

・ 全県立学校において、タイムカードによる客観

的な勤務時間把握を継続しており、時間外在校等

時間を集計し、長時間勤務の要因分析等に活用し

ています。 

・ 県内全市町村教育委員会でも、タイムカード等

による客観的な勤務時間把握を行っています。 

・ 市町村教育委員会に対しては、「「令和の日本

型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための

環境整備に関する総合的な方策について（答

申）」（令和６年８月 27 日中央教育審議会）を踏

まえた取組の徹底等について」（令和６年 11 月 26

日付け教企第 598号）により、在校等時間の客観的

把握、現状の公表及び PDCA サイクルの構築等に向

けて取り組むよう通知しています。 
 

（参考）R6 教育委員会における学校の働き方改革

のための取組状況調査結果（文部科学省） 

問 所管する学校の在校等時間を公表しているか。 

取組内容 本県割合（全国平均） 

①学校ごとに公表 2.9％（ 2.8％） 

②全体の状況を公表 8.8％（22.7％） 

③公表していない 88.2％（74.5％） 

 問 所管する学校の教師の在校等時間の縮減に向け

た取組を公表しているか。 

取組内容 本県割合（全国平均） 

①学校ごとに公表 5.9％（ 4.4％） 

②全体の状況を公表 14.7％（22.4％） 

③公表していない 79.4％（73.2％） 
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② 夏季・年末年始の学校閉

庁日の設定 

 

〇  ・仕事と休みのメリハリを設けることで教職員

の疲労や心理的負担の軽減を図るため、夏季・

年末年始に、緊急時の連絡体制を構築しつつ、

学校閉庁日の設定を実施します。 

・時間外在校等時間の縮減に効果的な取組であ

ることに鑑み、令和３年度から学校閉庁日の設

定を推奨する期間や、基準日数（推奨期間にお

いて閉庁日を設定する最低限の日数）を拡大し

ています。 

・また、市町村立学校においても同様の取組を

行うよう働きかけを行います。 

【教職員課給与制度担当】 

・ 学校閉庁日の設定を推奨する期間において、夏

季は少なくとも４日程度、年末年始等は少なくと

も６日程度を学校閉庁日とする旨通知を発出して

いること。 

時期 推奨期間 基準日数 

夏季 山の日（8/11）～8/20 ４日程度 

年末年始 12/24～成人の日 ６日程度 

（R６年度年末年始における県立学校の学校閉庁日） 

① 全ての県立学校（分教室等含む）「６日」以上 

② ①のうち「７日」設定している学校 15校 

③ ①のうち「８日」設定している学校 ２校 

④ ①のうち「９日」設定している学校 30校 

・ また県内全市町村教育委員会において学校閉庁

日を設定しています。 

 

③ 留守番電話等による時間

外対応の推進 

 

〇  留守番電話を全県立学校に導入したことを踏

まえ、その効果を紹介する等、市町村立学校に

おいても同様の取組を行うよう働きかけを行い

ます。 

【学校教育室】 

・ 令和４年度までに、全県立高等学校に導入して

います。 

・ 市町村向けの研修会等において県の取組内容を

周知しています。 

(５) 

教 職 員

の ハ ラ

ス メ ン

ト対策 

① マニュアル等を活用した

職場研修の実施 

○ ○ 「岩手県教職員コンプライアンス・マニュア

ル」（平成 18年３月策定。平成 28年 12月最終

改訂）に基づき、各職場において研修を実施し

ています。 

【服務管理監】 

・ 事務局、県立学校及び市町村立学校において上

期（４月～９月）、下期（10 月～翌年３月）にコ

ンプライアンス推進員等が中心となり、原則、全

職員参加のもとで研修を実施しています。 

② ハラスメントに関する相

談・苦情窓口の設置 

○ ○ 毎年度ハラスメントに関する相談・苦情窓口

を設置し、相談員による受付対応を実施してい

ます。 

【服務管理監】 

・ 事務局、県立学校及び市町村立学校を対象に相

談・苦情窓口を設置しています。（相談員７名） 
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３ 健康確保 

大項目 具体的取組 
対象校種 

概要（プラン記載内容） 令和６年度取組状況 
県立 小中 

(１)  

労 働 安

全 衛 生

体 制 の

確 立 及

び 効 果

的活用 

① 小中学校労働安全衛生管

理研修会の実施 

 〇 市町村立学校における労働安全衛生体制の整

備を推進するため、県内の市町村立学校の管理

職員を対象に、体制整備の支援・助言を内容と

する研修会を実施します。 

 

 

【教職員課厚生福利担当】 

・ 県内の市町村立学校の任用１～２年目である管

理職を対象として、県内４会場で研修会を実施し

ています。 

 

 

 

 

② 県立学校等安全衛生管理

者研修会の実施 

〇  〇 各学校における安全衛生管理活動の充実や、

市町村立学校における労働安全衛生体制の整備

を推進するため、県立学校の衛生管理者及び市

町村教育委員会の担当者を対象に、先進的取組

の普及や体制整備の支援・助言を内容とする研

修会を実施します。 

 

 

【教職員課厚生福利担当】 

・ 衛生管理活動の充実等のため、人事委員会等の

協力を得て研修会を開催しています。 

この研修会において、市町村立学校の労働安全

衛生体制の整備について市町村教育委員会担当者

と情報交換を行っています。 
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(２) 

心 と か

ら だ の

健 康 対

策 

① 長時間勤務者への産業医

による保健指導の強化 

拡充 

〇  ・時間外在校等時間が月 80 時間以上の教職員

については、学校から産業医への報告を必須と

し、産業医から適切な保健指導を行う体制を確

保します。 

・また、市町村立学校においても同様の取組を

行うよう働きかけを行います。 

＜本プランにおける発展＞ 

時間外在校等時間が月 100 時間以上の教職員

に加えて、２～６か月の間における平均時間外

在校等時間が月 80 時間以上の教職員について

も産業医による保健指導の対象とするよう見直

します。 

【教職員課厚生福利担当】 

《産業医への報告》 

・ 時間外勤務時間が月 80 時間以上の教職員、２か

月間ないし６か月間の時間外勤務が１か月あたり

80 時間以上の教職員、健康上の不安を有している

教職員、所属長が保健指導を受けることが適当と

判断した教職員について、学校から産業医へ必須

報告としています。 

《産業医による保健指導》 

・ 時間外勤務時間が月 80 時間以上の教職員、健康

上の不安を有している教職員及び所属長が保健指

導を受けることが適当と判断した教職員について

は、本人の希望により実施しています。 

・ 時間外勤務時間が 100時間以上の教職員、２か月

間ないし６か月間の時間外勤務が１か月あたり 80

時間以上の教職員については、必須として実施し

ています。 

《市町村立学校への働きかけ》 

・ 県立学校等安全衛生管理者研修の研修資料等に

より働きかけを実施しています。 

 

② 専門医によるメンタルヘ

ルス相談窓口の設置 

〇 〇 専門医（精神科医）によるメンタルヘルス相

談窓口を通年で設置し、メンタルヘルスの不調

の早期発見及び症状緩和のための相談体制を確

保します。 

【教職員課厚生福利担当】 

・ 専門医（精神科医）によるメンタルヘルス相談

窓口を設置し、メンタルヘルスにおける不調の早

期発見等に努めています。 
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４ 関連する取組（教員の人材確保） 

大項目 具体的取組 
対象校種 

概要（プラン記載内容） 令和６年度取組状況 
県立 小中 

(１)  

教 職 の

魅 力 発

信 

① 採用説明会の拡充（オン

ラインガイダンスの実施） 

－ － 採用説明会については、訪問形式のみなら

ず、オンライン形式での説明会を行うことなど

により、教員志望者の掘り起こしを行い優秀な

人材の確保に努めます。 

 

 

【教職員課県立人事担当】 

・ 教員採用試験に関するオンラインガイダンスを

４月と 12月に実施し、計 232名が参加 

 

 

② ペーパーティーチャーを

対象とした説明会の実施 

 新規 

－  － ペーパーティーチャー（教員免許を保有して

いるが、現在教職には就いていない者）を対象

に、 岩手県の教員として働くことの魅力や勤

務条件等に関する説明会を実施することによ

り、教員の確保につなげます。 

 

【教職員課県立人事担当】 

・ ペーパーティーチャー説明会を 11～12 月にかけ

て３会場（盛岡・一関・宮古）で実施し、計 24 名

が参加 

 

 

(２) 

受 験 し

や す い

環 境 整

備 

① 電子申請による受験申込 

新規 

－ － 令和５年度より、教員採用試験について、オ

ンラインでの申し込みを可能とし、利便性を向

上させることで、志願者が受験しやすい環境に

努めます。 

 

【教職員課県立人事担当】 

・ 令和５年度から、教員採用試験について、オン

ラインでの申し込みを実施しています。 

 

② 受験年齢の引上げ － － 令和２年度実施の採用試験より、経験豊かな

人材の確保のため、受験年齢制限を満 49 歳以

下から満 59歳以下に引き上げています。 

【教職員課県立人事担当】 

・ 令和２年度実施の採用試験から、受験年齢制限

を満 49 歳以下から満 59 歳以下に引き上げていま

す。 

 

 


